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事件名：財務省（主計局及び理財局）との連絡会の議事要旨等の一部開示決定

に関する件（平成１３年諮問第２号）

諮問日：平成１３年 ７月３０日

答申日：平成１４年 ８月１２日

答申書

第１ 審査会の結論

財務省（主計局及び理財局）との連絡会の議事要旨等につき、行政機関

（ 。 「 」の保有する情報の公開に関する法律 平成１１年法律第４２号 以下 法

という ）第５条第１号、第５号及び第６号に該当することを理由に不開。

示とした部分のうち、別表に掲げる「開示すべき部分」を開示すべきであ

る。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、法第３条の規定に基づく本件対象文書の開示請

求に対し、平成１３年５月２日付け１３０普第２１５号により会計検査院

、 。事務総長が行った一部開示決定について その取消しを求めるものである

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書、意見書の

各記載及び審査請求人による口頭意見陳述によると、概ね以下のとおりで

ある。

(1) 会計検査院法の趣旨について

法は、行政機関が保有する行政文書は原則公開するという基本的枠組

みを規定した上で（法第３条及び第５条 、法第５条各号に掲げられた）

不開示事由に該当しない限り行政機関に開示の義務を課している。した

がって、会計検査院が法にいう行政機関（法第２条第１項第６号）であ

って、開示対象文書が行政文書（法第２条第２項）である以上、法第５

条各号の不開示情報に該当することを立証しない限り、文書の開示義務

が存在する。これに対し、諮問庁は、会計検査院法（昭和２２年法律第

７３号）の趣旨について主張しているが、何ら法第５条各号の不開示事

由に該当することを立証していないのであるから、不開示とする前提を

欠いている。

また、諮問庁は会計検査院法第１１条第２号及び第２９条が検査官会
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議の最終的な議決を経たもの以外の文書の公開を禁止しているかのごと

く主張するが、これらの規定は、決算検査報告の作成を定めた憲法第９

０条の規定を受け、決算検査報告の作成手順や内容を具体的に定めたも

のにすぎない。しかし、諮問庁は「国会への決算検査報告の提出」を公

表と読み替え、他に「公開」に関する規定が存在しなかったことの反対

解釈として 「国会に提出される正式な検査報告以外は公開禁止」とい、

う結論を導き出している。しかし、行政機関の説明責任の全うを目的と

する法が制定された以上（法第１条）そのような自己中心的な解釈は許

されない。

(2) 会計検査院の自律的権能

、 、諮問庁は 会計検査院の内部における検査結果に対する審議の手続は

会計検査院の憲法上の地位及び権限の特殊性に基づく自律的権能として

認められた広範な規則制定権等に基づき定められたものであって、最大

限尊重されるべきであると主張する。

しかし、諮問庁が上記の主張において提示する一連の法令が「審理・

判断過程の公開禁止」を規定したものなのかそもそも疑問であるし、仮

に会計検査院規則と法とが衝突する部分があるとしても、会計検査院の

規則制定権は、憲法を根拠とする議院の規則制定権（憲法第５８条第２

項）や裁判所の規則制定権（憲法第７７条）とは異なり、会計検査院法

という法律の規定に基づくにすぎないから、法の規定が優先することは

明白である。

(3) 法第５条第５号該当性

ア 法第５条第５号に規定する不開示情報は、法施行前の地方公共団体

の情報公開条例で「意思形成過程情報」と呼ばれてきたものである。

これらの中には不開示情報として保護すべきものも存在するが、意思

決定がなされるまでの情報が全て不開示とされると、本法が目的とす

る説明責任の全う（法第１条）は困難となる。そこで、法では、濫用

を招きかねない意思形成過程情報という用語を意識的に避けつつ、厳

格な要件の下に、従来意思形成過程情報と呼ばれてきたものの一部を

不開示にできるという立場をとった。

不開示となる要件に加重された「不当に」という文言も、不開示に

できる範囲をできるだけ限定しようとする趣旨であり、このような点

を考慮すると、①開示による支障の程度が軽微である場合②開示によ

「 」る利益が不開示による利益と等しいかこれを上回る場合には 不当に

には当たらないと解すべきである。
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イ 諮問庁は、財務省との意見交換などを公にすると 「率直な意見の、

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある」と

する。しかし、これらの文書が公開されれば、検査が的確かつ効率的

に行われていたか、検査の着眼点は正しかったか、財務省は検査に協

力的だったかなど会計検査院及び財務省の説明責任の全うに不可欠の

情報が得られるから、開示によって得られる利益は失われるべき利益

を大きく上回っている。したがって、率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が「不当に」損なわれるおそれがあるとはいえない。

また、率直な意見の交換や意思決定の中立性が問題となるのは、基

本的に当該文書に含まれる「意見」についてであって、客観的な事実

やデータなどは対象とはならないから、当該文書の情報のうち事実を

、 。述べた部分については 法第５条第５号に該当する前提を欠いている

ウ 諮問庁は、決算検査報告に掲記することを見送っている事項を公に

すると、それが会計検査院の公式見解であるかのように受け取られ、

国民の間に混乱を生じると主張する。

しかし、法第５条第５号の「混乱」は、一定の期間と規模を持った

国民の非理性的な集団的行動又はそのような集団的行動を引き起こす

蓋然性のある誤った風説を意味すると解すべきである。公式見解と間

違えるということが仮に起こるとしても、それは単なる「誤解」にす

ぎず、法第５条第５号にいう「混乱」には該当しないというべきであ

る。

(4) 法第５条第６号該当性

ア 法第５条第６号に規定する不開示情報は、法制定前の地方公共団体

の情報公開条例で「行政執行情報」などと呼ばれてきたものである。

これらの中には不開示情報として保護すべきものも存在するが 「不、

開示にした方がやりやすい」程度の支障で不開示事由としたのでは、

「よらしむべし、知らしむべからず 」式の旧来型の行政を追認する。

結果となりかねず、法を制定した目的（法第１条）を達成し得なくな

る。そこで、法は、厳格な要件の下に従来「行政執行情報」などと呼

ばれてきた情報の一部を不開示にできることとしたのであり、決して

行政機関に広範な裁量権を与える趣旨ではない。

このような観点からすると、法第５条第６号の「事務又は事業の性

質上」という文言は、この事務又は事業が合法的かつ正当なものであ

ることを前提とした上で、第６号が全ての「行政執行情報」に適用さ

れるわけではなく、その内在的な性質によって開示が制約されること
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に合理性がある特殊な事務・事業の情報に限定されることを明示した

ものと解すべきである。

さらに、法第５条第６号が単なる「事務又は事業の遂行」の支障で

はなく 「事務又は事業の適正な遂行」の支障を問題とするのも、同、

号の適用範囲を限定しようとする趣旨であって、法は、種々の利益衡

量をした上でなおかつ「適正」であることを要求していると見るべき

である。したがって 「支障」の程度は名目的なものではなく実質的、

なものでなければならず 「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性、

ではなく、法的保護に値する蓋然性のあることが要求される。

イ 諮問庁は法第５条第６号に該当することを繰り返し主張するが、い

ずれも「事務又は事業の性質上」という要件に該当しないと解すべき

である。仮に一部がこの要件に該当するとしても、本件文書を開示す

ることによって得られる利益は極めて大きく、これに対して、諮問庁

が主張する支障は「公開されるとやりにくい」という以上のものでは

ない。したがって、事務又は事業の適正な遂行を侵害するおそれがあ

るとはいえない。

第３ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁が意見書、追加意見書及び口頭により行った説明の要旨は以下の

とおりである。

１ 会計検査院と財務省との連絡会について

(1) 会計検査院と財務省との連絡会の設置の目的

会計検査院と財務省（旧大蔵省）主計局又は理財局との連絡会（以下

「連絡会」という ）は、双方の実務責任者である担当課長等が出席し。

て開催されている。この連絡会は、財政当局の予算編成に関する考え方

又は会計法令の主管官庁としての見解等を聴取するなどして、検査上有

益な情報を入手し、これらの点について率直な意見の交換等を行うとと

もに、財政当局の予算編成上の参考となる情報の提供を行うことなどを

主な目的としている。

そして、会計検査院では、この連絡会を活用して、適正・的確かつ公

正な検査の実施に努めており、この検査の過程を経て取りまとめられた

検査結果は、財政当局による予算編成の参考にされ、その後の予算編成

に反映されることとなる。

(2) 連絡会における意見の交換の内容等

連絡会は、例年３月～４月頃及び８月～９月頃の年２回開催されてい

る。
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このうち３月～４月頃に開催される連絡会（以下「春期連絡会」とい

う ）では、予算編成等に関し財務省から説明が行われた後、双方の出。

席者間で、これを踏まえた自由な討議を行う形式で運営されており、討

議の議題は予め設定されていない。

、 （ 「 」 。）他方 ８月～９月頃開催される連絡会 以下 夏期連絡会 という

は、会計検査院が検査を実施し検討中の事項に関し、具体的な予算執行

上又は会計経理上の疑義について財務省の見解を聴取する要があるもの

又は検査結果に対する財務省の見解を聴取する要があるものなどを議題

として開催されている。

そして、開示請求の対象とされた連絡会においては、会計検査院の延

（ 。 。）べ２７の検査課 検査を担当する各局の上席調査官を含む 以下同じ

における計４１の検査事項（複数の連絡会において討議対象とされてい

るものを含む ）が討議の対象となっている。。

また、連絡会は、双方の担当課長等実務責任者の間において自由で率

直な意見の交換等を行うものであるが、あくまでもその内容の外部への

不公表を前提として行われているものである。換言すれば、連絡会にお

ける自由で率直な意見の交換等は、外部に対しその内容を不公表とする

ことにより担保されているものである。

２ 本件対象文書について

開示請求の対象とされた行政文書は、１２年４月、同８月、同９月及び

１３年３月に開催した計４回の連絡会に係る①議題表、②説明資料、③議

事要旨、④議事要旨の起案用紙である。

そして、本件開示決定等において一部開示又は不開示とされた情報及び

その根拠条項は、以下のとおりとなっている（括弧書きは、一部開示又は

不開示の別及び根拠条項である 。。）

① 議題表に記載されている情報のうちの「議題」及び「議題の概要」

（不開示。法第５条第５号及び第６号）

② 説明資料に記載されている情報のうちの財務省等の対応に関する情報

（不開示。法第５条第５号及び第６号）

③ 議事要旨に記載されている情報のうちの出席者による主な討議の内容

（不開示。法第５条第５号及び第６号）

④ 議事要旨及びその起案用紙に記載されている会計検査院職員の氏名等

に関する情報（一部開示。法第５条第１号及び第６号）

なお、上記①の文書については１２年８月及び９月の連絡会においての

み作成され、②の文書については１２年４月の連絡会においてのみ作成さ
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れている。

３ 不開示情報該当性

(1) 議題表に記載されている議題及び議題の概要について

ア 議題表に 議題 及び 議題の概要 として記載されている情報 以「 」 「 」 （

下「議題等に関する情報」という ）は、外部への不公表を前提とし。

て、会計検査院が財政当局の意見聴取または財政当局との率直な意見

の交換等を行うことを希望した事項に関する情報であって、検査上の

関心を有する事項、検査を実施し又は予定する事項等に関するもので

ある。

これらの情報は、会計検査院がその検査結果を決算検査報告に掲記

し、正式な指摘事項として公表するための最終的な検査官会議の議決

を経ていないものであることから、会計検査院の意思形成過程におけ

る未成熟情報である。そして、この中には、会計検査院の検査を受け

るもの（以下「受検庁」という ）との討議及び意見の交換の過程に。

おける情報や、検査過程における精度不十分な情報が含まれている場

合があり、さらに検査手法等検査上の秘密に属する情報が含まれてい

る場合が少なくない。

したがって、これらの情報が開示された場合には、財務省との間の

率直な意見の交換に支障を及ぼすおそれがあるとともに、以下の事由

により、現在又は将来における厳正若しくは効果的又は円滑な検査の

実施に著しい支障を及ぼすおそれがある。

(ｱ) 会計検査院が現に検査継続中の検査事項（特に、現に１２年度決

算検査報告に掲記するためのとりまとめ作業中の検査事項）に関す

る情報が開示された場合には、検査過程又は検査結果に対する会計

検査院内部における審理・判断過程に対する外部の圧力、干渉等を

招来するおそれがあり、また、受検庁との間の率直な意見の交換が

不当に損なわれるおそれがある。

(ｲ) 会計検査院が現年次以降の検査を予定する事項が開示された場合

には、今後、会計検査院の検査が予定される受検庁及びその他の関

、 、 。係者に対し 検査の具体的内容 実施状況等を告知する結果となる

(ｳ) 会計検査院が実施した検査結果を決算検査報告に掲記することを

見送っている事項に関する情報が開示された場合には、これが会計

検査院の公式見解であるかのように受け取られ、国民の間に混乱を

招くおそれがあり、また、受検庁との率直な意見の交換を損ねるお

それがある。
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イ 議題等に関する情報が開示された場合には、会計検査院内部におけ

る検査結果に対する審理・判断過程の意義を損ねる結果となり、検査

結果に対する公正・慎重な審理・判断に著しい支障を及ぼすおそれが

ある。

すなわち、会計検査院では、内部における審理・判断過程を経て正

式な指摘事項等として決算検査報告に掲記したもの以外の検査結果に

関する情報については、次のような理由から不開示としている。

(ｱ) 会計検査院法では、決算検査報告に掲記する事項は検査官会議の

議決を経ることを要することとされている。

したがって、会計検査院内部の審理・判断過程を経ていない検査

結果が外部に公表されるとすれば、上記の会計検査院法の趣旨に沿

わない結果となること。

(ｲ) 会計検査院では、検査結果を決算検査報告に掲記し、会計検査院

の正式な指摘事項等として公表するかどうかについては、会計検査

院において慎重かつ周到な審理・判断手続を定め、十分な審理・検

討を経て決定されることとなっている。

したがって、上記の審理・判断過程を経た検査結果以外の検査結

果を公表することとしては、会計検査院が定めている審理・判断手

続の意義を損ねることとなること。

そして、上記(ｱ)及び(ｲ)のような、会計検査院内部の審理・判断の

手続及びこの手続に沿った審理・判断過程を経て最終的な検査官会議

の議決を経た検査結果以外の検査結果を不公表とする取扱いは、会計

検査院の憲法上の地位及び権限の特殊性に基づく自律的権能として認

められた広範な規則制定権等に基づいて定められたものである。

したがって、このような手続及び取扱いは、憲法上の機関であり、

国等の機関の会計検査を担当する専門機関である会計検査院において

必要かつ適切と認めたものとして最大限尊重されるべきである。

ウ 上記ア及びイの事由から、議題等に関する情報は、法第５条第５号

及び第６号の不開示情報に該当する。

(2) 説明資料に記載されている情報のうち当局の対応状況に関する情報に

ついて

説明資料に記載されている情報のうちの当局の対応状況に関する情報

（以下「当局の対応に関する情報」という ）は、会計検査院が実施し。

た具体的な検査結果を踏まえ財政当局が措置を講じた事項及びその内容

に関する情報であり、会計検査院が実施した検査結果に関する情報であ
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る。したがって、このような情報が開示された場合には、前記(1)と同

様の事由により、財務省との間の率直な意見の交換に支障を及ぼすおそ

れがあるとともに、会計検査院の厳正若しくは効果的又は円滑な検査の

実施に支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、当局の対応に関する情報は法第５条第５号及び第６

号の不開示情報に該当する。

(3) 議事要旨に記載されている議事の内容について

議事要旨に議事の内容として記載されている情報（以下「議事内容に

関する情報」という ）は、外部への不公表を前提に、会計検査院が検。

査上の関心を有する事項、検査を実施し又は予定する事項等に関し、検

査結果又は検査の具体的内容等について行った説明、財務省との間の質

疑応答、率直な意見の交換等の内容である。そして、この情報は、会計

検査院が実施した具体的な検査結果又は検査の具体的内容そのものを含

むものである。

したがって、このような情報が開示された場合には、前記(1)と同様

の事由により、財務省との間の率直な意見の交換に支障を及ぼすおそれ

があるとともに、会計検査院の厳正若しくは効果的又は円滑な検査の実

施に著しい支障を及ぼすおそれがある。また、会計検査院における検査

結果に対する審理・判断過程の意義を損ね、公正・慎重な審理・判断の

確保に支障を及ぼすおそれがある。

また、連絡会の議事内容に関する情報は、前記のような内容・性質の

ものであるから、財政当局との率直な意見の交換等を行うことにより検

査の適正・的確かつ公正を期するという連絡会への取り組みの意義、目

的を著しく損ねることとなり、適正・的確かつ公正な検査の実施に著し

い支障を及ぼすおそれがある。そして、その場合には、この検査の過程

を経て取りまとめられる検査結果が、結局財政当局による予算編成に十

分に反映されない結果を招来するおそれがある。

以上のことから、議事内容に関する情報は、法第５条第５号及び第６

号の不開示情報に該当する。

(4) 議事要旨及びその起案用紙に記載されている会計検査院職員の氏名等

に関する情報について

ア 会計検査院の職員のうちの調査官補、主任及び事務官の氏名等に関

する情報は、法第５条第１号本文の個人識別情報であり、かつ同号た

だし書きイの「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公に

することが予定されている情報」に該当しないものである。
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したがって、連絡会の議事要旨及びその起案用紙に記載されたこれ

らの情報は法第５条第１号の不開示情報に該当する。

イ 連絡会の議事要旨及びその起案用紙に記載された会計検査院職員の

氏名等は個人識別情報であり、その一部は特定の検査事項の担当者を

特定しうる情報である。そして、特定の検査事項の担当者を特定しう

る情報が開示された場合には、当該検査担当者に対する外部の圧力、

干渉を招来するなどして、現在又は将来における厳正かつ円滑な検査

の実施に支障を及ぼすおそれがある。

したがって、特定の検査事項の担当者を特定し得る情報は法第５条

第６号の不開示情報に該当する。

４ 審査請求人の主張について

、 、法は 行政機関の保有する行政文書に対する開示請求があった場合には

法第５条の不開示情報に該当しない限りこれを開示しなければならないと

しているから、諮問庁の不開示理由は同条の規定に該当することに尽きる

ものである。そして、本件については前記３のとおり不開示とされた情報

の内容・性質に照らして検討した結果、法第５条第１号、第５号又は第６

号に該当するものとして不開示としたものである。

そして、諮問庁が会計検査院法の趣旨、会計検査院の自律的権能、検査

過程及び審理・判断過程の不公表の取扱いなどについて論じているのは、

本件不開示情報の法第５条第５号又は第６号該当性を基礎付ける事実又は

その背景事情について説明するためである。したがって、これらを不開示

理由そのものと位置付けて主張しているものではない。

なお、法第５条第５号及び第６号の解釈に関する審査請求人の主張はい

ずれも不正確又は不適切なものである。また、会計検査院規則は、憲法第

９０条第２項の規定に基づいて制定された会計検査院法の規定に基づいて

制定されるものであるから、法との関係で法形式を比較されるべきものは

会計検査院規則ではなく、会計検査院法である。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり調査審議を行った。

① 平成１３年 ７月３０日 諮問書の収受

② 同年１０月 ９日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年１１月 ５日 諮問庁の職員（会計検査院事務総長官房総

務課長）からの口頭説明の聴取、本件対象

文書の見分及び審議

④ 同年１１月１９日 審査請求人から意見書を収受
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⑤ 同年１２月 ３日 審査請求人からの口頭意見陳述の聴取及び

審議

⑥ 平成１４年 １月１７日 諮問庁から追加意見書を収受

⑦ 同年 １月２８日 諮問庁の職員（会計検査院事務総長官房総

務課長）からの口頭説明の聴取及び審議

⑧ 同年 ２月２２日 審議

⑨ 同年 ３月１５日 審議

⑩ 同年 ４月１９日 審議

⑪ 同年 ５月１７日 審議

⑫ 同年 ６月１７日 審議

⑬ 同年 ７月１５日 審議

⑭ 同年 ８月 ９日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書の作成経緯、内容等

当審査会が、諮問庁から説明を聴取し、本件対象文書を見分して調査

したところ、その作成経緯、記載内容等は以下のとおりとなっていた。

(1) 議題表について

議題表は、夏期連絡会において、会計検査院が財務省の見解を徴する

要があるとして設定した議題を取りまとめたものであり、会計検査院の

各検査課が議題としたい事項を所定の様式に記入する形で作成してい

る。そして、各検査課において作成された議題表は、連絡会の主管課で

ある事務総長官房総務課で集約し、事前に連絡会の相手方である財務省

主計局又は理財局に送付している。

上記所定の様式には、担当課名、議題及び議題の概要の各記載欄が設

けられており、議題表中の議題の欄には議題として取り上げようとする

事項が記載されており、議題の概要の欄にはその要点等が記載されてい

る。

(2) 説明資料について

説明資料は、春期連絡会において、財務省が予算編成等に関し説明を

行う際に用いる資料として配付するものである。

そして、前年の夏期連絡会において会計検査院が疑義を提示した事業

等がある場合には、財務省等がその後に講じた措置の有無、当該措置の

状況等についても併せて説明が行われることになっており、この説明の

ための資料が配付されることがある。

(3) 議事要旨について
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連絡会の終了後には、会計検査院において議事要旨を作成している。

この議事要旨は、連絡会に出席した検査課の職員が所定の様式に所要の

事項を記入する形で作成しており、当該課の課長又は上席調査官及びそ

の所属する局の局長を経て連絡会の主管課である事務総長官房総務課へ

提出している。そして、同課において全体をとりまとめた後、検査官会

議に供覧している。

この議事要旨の所定の様式には、担当課名、開催日、出席者（財務省

及び会計検査院）の各欄が設けられており、出席者欄の下に議事の内容

が記載されている。

そして、議事の内容の記載は、概ね以下のような構成になっている。

ア 討議の冒頭に行った説明に関する記述

春期連絡会については財務省側から所掌の予算について説明を行っ

た旨が記載され、夏期連絡会については会計検査院側から議題とした

特定の検査事項に関する説明を行った旨が記載されている。

イ 議題の項目等

春期連絡会の場合は話題となった事項名が、夏期連絡会の場合は議

題の項目が、それぞれ記載されている。

ウ 意見の交換の内容

質疑応答又はその他の意見の交換の内容が記載されている。

(4) 議事要旨の起案用紙について

議事要旨の起案用紙は、上記の議事要旨の決裁のために作成されてい

るものであり、議事要旨を作成した担当者（起案者）が作成し、議事要

旨を連絡会の主管課である事務総長官房総務課まで提出するために使用

されている。この起案用紙には、職名を記載した押印欄が設けられてお

、 。り 各押印欄に起案者及びその他の押印した者の印影が記載されている

(5) 不開示とされた情報について

以上の本件対象文書のうち、不開示とされた情報は、①議題等に関す

る情報、②当局の対応に関する情報、③議事内容に関する情報及び④議

事要旨及びその起案用紙に記載されている会計検査院職員の氏名等に関

する情報の一部である。

２ 不開示情報該当性

前記１(5)①及び②の情報は、連絡会において使用するため、あらかじ

め会計検査院又は財務省において作成され、相手方に送付されたものであ

る。また、前記１(5)③及び④の情報は、連絡会の議事の内容を記録する

ために会計検査院において作成されたものである。
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したがって、これらの情報は、法第５条第５号に規定する国の機関の内

部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報に該当するととも

に、法第５条第６号に規定する国の機関が行う事務又は事業に関する情報

に該当する。以下、各項目ごとに検討する。

(1) 議題等に関する情報について

ア 議題表の議題の欄には討議の対象とする事項が簡明に記載されてお

り、議題の概要の欄には、議題となった事項の概要のほか、検査の過

程で発生した疑義、検査結果等の内容、これらの事項を踏まえた財務

省に対する質問、問題提起等が詳細に記載されており、会計検査院の

問題意識を明確に読みとることができるものとなっている。

また、会計検査院では、決算検査報告に掲記するなどして一旦検査

結果を公表した事項についても、翌検査年次以降に引き続き検査を継

続したり同種又は類似の検査を実施したりすることが多い。

、 、 、このため 議題等に関する情報が公になると 検査内容や検査状況

検査手法等が受検庁一般に知られることとなり、事態の隠ぺい等を助

長し、他の検査の過程において正確な事実の把握が困難となるおそれ

又は違法不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそ

れがある。

以上のことから、議題等に関する情報は、公にすることにより、法

第５条第６号イのおそれがあると認められ、同号の不開示情報に該当

する。

イ 財務省の各主計官等は、担当する省庁等の予算の査定、予算編成等

を行う当局者として連絡会に出席し、討議を行っており、その結果は

今後の予算編成等に反映されることも予定されている。

したがって、連絡会での討議事項が公になると、財務省側の出席者

に、予算編成等の業務に対して関係者からの圧力、干渉を受けるので

はないかとの懸念が生じ、今後の連絡会において、率直に見解を表明

したり、意見の交換をしたりすることに抑制が働くおそれがある。

ウ また、連絡会で議題として取り上げられた検査事項は、当年次にお

いて決算検査報告に掲記するべく検査を行っているものや、翌検査年

次以降に検査を予定しているものなどいずれも検査過程又は検査結果

に対する審理・判断過程にある情報である。

したがって、議題等に関する情報は、公にすることにより、以下の

ようなおそれがあると認められる。

(ｱ) 受検庁が検査過程又は検査結果に対する審理・判断過程にある検
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査内容等が公にされることを想定し、真実を述べることを控えるよ

うになるなど、他の検査の過程において受検庁との意見の交換を損

ねるおそれ。

(ｲ) 当該案件及びその他の案件に関する検査の実施や検査結果に対す

る審理・判断に対し外部からの圧力、干渉を招来し、審理・判断の

公正・中立を損ねるおそれ。

(ｳ) 議題及び議題の概要に記載された事項が、会計検査院の最終的な

検査結果であると受け取られ、特定の事業や団体等に会計経理上不

当な事実があるとの誤認が広がることなどにより、当該事業又は団

体等の関係者に不当に不利益を及ぼすおそれ、又は国民の間に混乱

を招くおそれ。

エ 上記イ及びウの事由から、議題等に関する情報は、法第５条第５号

の不開示情報にも該当する。

(2) 当局の対応に関する情報について

ア 説明資料については、主計官等ごとの所管の予算に関する資料は開

示されており、当局の対応に関する情報が不開示とされている。その

内容は、概ね以下のとおりである。

(ｱ) 夏期連絡会において会計検査院が具体的な検査結果を提示した事

業名

会計検査院が前年の夏期連絡会において具体的な検査結果を提示

した事業名がそのまま記載されている。

(ｲ) 会計検査院の指摘の概要

会計検査院が提示した疑義の内容及びその改善方策が記載されて

いる。

(ｳ) 会計検査院の指摘に対する財務省等の講じた対応方策

。(ｲ)の指摘事項に対して財務省等が講じた措置が記載されている

イ 会計検査院では、決算検査報告に掲記するなどして一旦検査結果を

公表した事項についても、翌検査年次以降に引き続き検査を継続した

り同種又は類似の検査を実施したりすることが多いことは(1)アに既

述のとおりである。このため、財務省等が講じた措置の状況が公にな

ると、事態の隠ぺい等を助長し、他の検査の過程において、正確な事

実の把握が困難となるおそれ又は違法不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれがある。

したがって、当局の対応に関する情報は、公にすることにより、法

第５条第６号イのおそれがあると認められ、同号の不開示情報に該当
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する。

ウ 当局の対応に関する情報からは、前年の夏期連絡会で議題となった

事項のうち会計検査院が疑義のあるものとして指摘した事項を読みと

ることができ、(1)の場合と同様に、財務省側の出席者について、今

後の連絡会において、率直に見解を表明したり、意見の交換をしたり

することに抑制が働くおそれがある。

また、連絡会における財務省等が講じた措置についての説明は、会

計検査院としてさらに検査を継続するかどうかを判断する材料ともな

っているものであり、説明が行われた事項については、当年次又は翌

年次以降に引き続き検査を継続することも想定されているものであ

る。

、 、 、以上のことから 当局の対応に関する情報は 公にすることにより

(1)ウ(ｱ)～(ｳ)と同様のおそれがあると認められ、財務省等の対応に

関する資料に記載された情報は、法第５条第５号の不開示情報にも該

当する。

(3) 議事内容に関する情報について

ア 討議の冒頭に行った説明に関する記述について

(ｱ) 春期連絡会の議事要旨における財務省側から所掌の予算について

の説明を行った旨の記述は、説明を行った予算項目等に関する情報

と、会議の進行に関する情報とで構成されている。

上記の記述について個別に検討すると、会議の進行に関する情報

のみが記載されていたり、予算項目等に関する情報が含まれていて

も一般的な内容にとどまっていて検査事項を読みとることができる

ものではなかったりするものがあると認められた。

このように検査事項を読みとることができない情報は、諮問庁が

主張するように、公にすることにより、検査結果や検査の具体的内

容が明らかになって検査の実施に支障が生じたり、受検庁との間の

率直な意見の交換を不当に損ねたりするなどのおそれはないと認め

られる。

なお、上記の情報のうち、説明を行った財務省職員の職名及び氏

名に関する情報については、財務省側の発言に抑制が働くことによ

り、財務省との間の率直な意見の交換を不当に損ねるおそれがある

と認められることから、法第５条第５号の不開示情報に該当する。

以上のことから、春期連絡会の議事要旨における議事の内容のう

ち、財務省側から所掌の予算についての説明を行った旨の記述につ
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いては、別表に掲げる「開示すべき部分」を開示すべきである。

(ｲ) 上記開示すべきであるとした部分以外の記述については、予算項

目等に関する記述から検査事項を読みとることができる情報であ

り、(1)の場合と同様に法第５条第５号及び第６号イのおそれがあ

ると認められ、同条第５号及び第６号の不開示情報に該当する。

イ 議題の項目等について

議題の項目等については、(1)の議題等に関する情報を公にした場

合と同様のおそれがあると認められ、法第５条第５号及び第６号の不

開示情報に該当する。

ウ 意見の交換の内容について

(ｱ) 意見の交換の内容は、討議された事項に関する財務省の見解や、

双方の出席者の発言内容等に関するものであるから、(1)の議題等

に関する情報と同様に、会計検査院の検査結果等の内容、問題意識

等を明確に読みとることができるものである。

そして、連絡会の議事内容に関する情報の内容・性質は上記のと

おりであるから、意見の交換の内容が公になると、財政当局との率

直な意見の交換等を活用することによって適正・的確かつ公正な検

査を期するという目的が達せられないおそれがある。

また、会計検査院では、決算検査報告に掲記するなどして一旦検

査結果を公表した事項についても、翌検査年次以降に引き続き検査

を継続したり同種又は類似の検査を実施したりすることが多いこと

は(1)に既述のとおりである。したがって、意見の交換の内容が公

になると、事態の隠ぺい等を助長し、他の検査の過程において、正

確な事実の把握が困難となるおそれ又は違法不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

以上のことから、議事要旨のうち意見の交換の内容に記載された

情報は、公にすることにより、法第５条第６号柱書きに規定する当

該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び

同号イのおそれがあると認められ、同号の不開示情報に該当する。

(ｲ) 意見の交換の内容が公になった場合には、(1)の場合と同様に、

財務省側の出席者について、今後の連絡会において、率直に見解を

表明したり、意見の交換をしたりすることに抑制が働くおそれがあ

る。

また、本件議事要旨は会計検査院側の必要により作成されたもの

であり、会計検査院側出席者はその決裁の過程でその記載内容につ
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いて校閲することが可能であるが、財務省側出席者にはこのような

機会は設けられていない。このため、財務省側出席者は、本件議事

要旨に自己の発言がどのように記載されているかを知り得ない状況

にあり、発言内容の記載が財務省側出席者の真意を反映したものと

なっているかは必ずしも担保されていない。

したがって、本件議事要旨に記載されている発言内容が自己の真

意を反映したものであると受け取られることに財務省側出席者が強

い不満を抱く可能性があり、将来的に連絡会への出席が得られなく

なるなどの支障が生じるおそれもある。

、 、さらに 連絡会で議題として取り上げられ討議された検査事項は

当年次において決算検査報告に掲記するべく検査を行っているもの

や、翌検査年次以降に検査を予定しているものなどいずれも会計検

査院の検査及び検査結果に対する審理・判断過程にある情報であ

る。

したがって、このような意見の交換の内容が公になると、(1)ウ

(ｱ)～(ｳ)と同様のおそれがある。

以上のことから、議事要旨のうち意見の交換の内容に記載された

情報は、法第５条第５号の不開示情報にも該当する。

(4) 議事要旨及びその起案用紙に記載されている会計検査院職員の氏名等

に関する情報

ア 議事要旨及びその起案用紙に記載された情報のうち、調査官補、主

任及び事務官の氏名又は氏名を識別しうる印影は不開示とされてい

る。

調査官補 主任及び事務官の氏名は 市販されている 職員録 財、 、 「 」（

務省印刷局編）に掲載されていないことから、これらの官職にある者

の氏名は法第５条第１号ただし書きイの「慣行として公にされ、又は

公にすることが予定されている情報」に該当しないものである。

、 、 、したがって 調査官補 主任及び事務官の氏名を識別できる情報は

法第５条第１号の不開示情報に該当する。

イ 連絡会における会計検査院側の出席者は原則として担当課長及び副

、 、長とされているが 必要に応じ他の者の出席を妨げないとされており

議題となっている特定の案件の担当者として調査官が出席している場

合が多い。そして、議事要旨及びその起案用紙に記載された氏名又は

氏名を識別しうる印影の一部は、特定案件の担当調査官を特定しうる

情報として不開示とされている。
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本件一部開示決定においては、議事の内容は開示していないことか

ら、担当調査官の氏名を公にしても、直ちに当該調査官が特定の検査

事項の担当調査官として識別されるおそれがあるものではない。

しかし、検査課内の検査事項の分担は、数人の調査官等による班単

位若しくは調査官個人単位であるのが通常である。このため、担当調

査官の氏名が公になることにより、当該検査事項の受検庁の職員等一

定の関係者には、当該調査官が担当していた検査事項が財務省との連

絡会の議題になっていることが知られる可能性が高い。

したがって、議事要旨又はその起案用紙に記載された特定案件の担

当調査官の氏名又は氏名を識別しうる印影を公にした場合、以下のよ

うなおそれがあると認められる。

すなわち、関係者からの圧力、干渉を受けることを懸念して、翌検

査年次以降、財務省との連絡会の議題とすることを控えるようになっ

たり、担当調査官が連絡会への出席を躊躇するようになったりするお

それがある。

さらに、今後、財務省との連絡会を活用した適正な検査の遂行にも

支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、特定案件の担当調査官の氏名を特定しうる情報と

して不開示とされている情報は、公にすることにより、法第５条第６

号柱書きに規定する当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれ及び同号イのおそれがあると認められ、同号の不開示

情報に該当する。

３ 本件一部開示決定の妥当性

以上のことから、本件対象文書につき、諮問庁が不開示とすべきである

と判断している部分のうち、別表に掲げる「開示すべき部分」について、

開示すべきであると判断した。

会計検査院情報公開審査会

会長 碓井 光明

委員 隅田 一豊

委員 五代利矢子
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（別表）

開催日 担当課名 開示すべき部分

平成12年 第１局大蔵検査課 主計官が出席した分に係る議事の内
４月６日 容の欄の１～２行目。ただし、説明

者の職名及び氏名は除く。

平成11年 第１局大蔵検査課 議事の内容の欄の１～２行目。ただ
４月７日 し、説明者の職名及び氏名は除く。

平成12年 租税検査第１・２・ 議事の内容の欄の１～２行目。ただ
４月６日 ３課 し、説明者の所属名、職名、氏名及

び２行目から始まる文は除く。

12年3月27日 農林水産検査第１、 議事の内容の欄の１～２行目。ただ
２、３課、上席調査 し、説明者の職名は除く。
官（農林水産担当）

12年4月 5日 第５局上席調査官 議事の内容の欄の１～２行目。ただ
（科学技術担当） し、説明者の職名及び氏名は除く。

平成12年 第５局鉄道検査課 議事の内容の欄の１～２行目。ただ
３月23日 し、説明者の職名及び氏名は除く。

平成12年 第５局上席調査官 議事の内容の欄の２行目。
４月７日 （融資機関担当）

平成13年 第１局財務検査課 主計官が出席した分に係る議事の内
３月14日 容の欄の１～２行目。ただし、説明

者の職名及び氏名は除く。

平成13年 第１局財務検査課 議事の内容の欄の１～２行目。ただ
３月30日 し、説明者の職名及び氏名は除く。

13年3月22日 第１局外務検査課 議事の内容の欄の１行目。ただし、
説明者の職名及び氏名は除く。

平成13年 租税検査第１・２・ 議事の内容の欄の１行目。ただし、
３月14日 ３課 説明者の所属名、職名及び氏名は除

く。

13年3月29日 厚生労働検査第１課 議事の内容の欄の12～13行目。ただ
し、説明者の職名及び氏名は除く。

平成13年 農林水産検査第１、 議事の内容の欄の１～２行目。ただ
３月26日 ２、３課、上席調査 し、説明者の職名は除く。

官（農林水産担当）

（注 「開催日」欄及び「担当課名」欄は、本件対象文書上の記載による。）


